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(57)【要約】
内視鏡用光伝送モジュール１の製造方法は、配線板２０
と光素子１０とを作製する工程と、配線板２０の第１の
主面２０ＳＡに光素子１０を実装する実装工程と、配線
板２０の第２の主面２０ＳＢに光ファイバ３０を接着す
る光ファイバ接着工程と、光ファイバ３０に傾斜面３０
Ｓのある切り欠きＣ３０を形成し光素子１０と光ファイ
バ３０とを傾斜面３０Ｓを反射面として光結合する切り
欠き形成工程と、を具備し、切り欠き形成工程の前に配
線板２０に実装された光素子１０の実装角度および実装
位置を測定する測定工程を更に具備し、測定工程で測定
された実装角度および実装位置をもとに、切り欠きＣ３
０の傾斜角および形成位置が設定される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の主面と前記第１の主面と対向する第２の主面とを有する配線板と、光信号を発光
する発光部または光信号を受光する受光部を有する光素子と、を作製する工程と、
　前記配線板の前記第１の主面に前記光素子を実装する実装工程と、
　前記発光部または前記受光部の直下の、前記配線板の前記第２の主面に光ファイバを接
着する光ファイバ接着工程と、
　前記光ファイバに光軸方向に対して傾斜している傾斜面のある切り欠きを形成し、前記
光素子と前記光ファイバとを前記傾斜面を反射面として光結合する切り欠き形成工程と、
を具備する内視鏡用光伝送モジュールの製造方法であって、
　前記切り欠き形成工程の前に、前記配線板に実装された前記光素子の実装角度および実
装位置を測定する測定工程を更に具備し、
　前記測定工程で測定された前記実装角度および前記実装位置をもとに、前記切り欠きの
傾斜角および形成位置が設定されることを特徴とする内視鏡用光伝送モジュールの製造方
法。
【請求項２】
　前記光ファイバは複数本が前記配線板に接着され、かつ、前記光素子も、前記光ファイ
バの本数と同数が前記配線板に実装され、
　前記測定工程において、複数の光素子のそれぞれの前記実装角度および前記実装位置が
測定され、
　前記切り欠き形成工程において、それぞれの切欠きの前記傾斜角および前記形成位置が
、前記複数の光素子のそれぞれの前記実装角度および前記実装位置をもとに決定されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法。
【請求項３】
　前記複数の光素子が、発光素子および受光素子であることを特徴とする請求項２に記載
の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法。
【請求項４】
　前記切り欠きが、レーザー加工法により形成されることを特徴とする請求項２または請
求項３に記載の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法。
【請求項５】
　前記切り欠きが、機械加工法により形成されることを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡用光伝送モジュールの製造方法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の製造方法により製造された前記内視鏡用
光伝送モジュールを、挿入部の先端硬性部に具備することを特徴とする内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光素子と、光信号を伝送する光ファイバと、前記光素子が実装され前記光フ
ァイバが接着されている配線板と、を含む内視鏡用光伝送モジュールの製造方法、および
、前記内視鏡用光伝送モジュールを含む内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、挿入部の硬性先端部にＣＣＤ等の撮像素子を有する。近年、高画素数の撮像
素子の内視鏡への使用が検討されている。高画素数の撮像素子を使用した場合には、撮像
素子から信号処理装置（プロセッサ）へ伝送する信号量が増加するため、電気信号による
メタル配線を介した電気信号伝送に替えて光伝送モジュールを用いた光信号による細い光
ファイバを介した光信号伝送が好ましい。
【０００３】
　内視鏡の硬性先端部に配設される内視鏡用光伝送モジュールは、低侵襲化のため、小型
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化、特に細径化が重要な課題である。
【０００４】
　日本国特開平１０－３２５９１７号公報には、光ファイバの端面を傾斜面とし、傾斜面
で反射された光を受光素子で受光する光受信装置が開示されている。
【０００５】
　しかし、光ファイバの端面を傾斜面とした光伝送モジュールでは、伝送効率を良くする
ために、光素子の主面（発光面／受光面）と光ファイバの傾斜面とがなす角度、すなわち
、光ファイバの回転方向を正確に規定する必要がある。例えば、実際に光ファイバに光を
導光しながら、光ファイバを回転して最も光量が大きい回転角度を見出して、その回転角
度で固定するという調整工程が必要であった。
【０００６】
　すなわち、光ファイバの端面を傾斜面とした光伝送モジュールは繁雑な調整工程を行う
ため、製造が容易ではないおそれがあった。さらに、光ファイバの固定時には回転方向だ
けでなく、光素子に対する面内方向の位置決め調整も必要であった。
【０００７】
　一方、日本国特開２００４－１７７５２１号公報には、溝が形成されたコア基板に光フ
ァイバを接着してから傾斜面を形成する光電気複合回路基板が開示されている。コア基板
にビルトアップ法により配線層が配設されてから光素子が実装される。この光電気複合回
路基板ではコア基板と光ファイバとがなす角度は傾斜面形成時に規定される。
【０００８】
　しかし、光ファイバが固定され、配線層が配設されたコア基板に、光素子を実装すると
きに、理想的な状態に実装されるとは限らない。すなわち、光素子の主面とコア基板の主
面とが平行にならなかったり、また、光素子とコア基板との面内方向の相対位置がずれた
りすることがある。このため、光素子と光ファイバとが効率良く光結合できないおそれが
あった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１０－３２５９１７号公報
【特許文献２】特開２００４－１７７５２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の実施形態は、製造が容易で伝送効率の高い内視鏡用光伝送モジュールの製造方
法、および、製造が容易で伝送効率の高い内視鏡用光伝送モジュールを挿入部の硬性先端
部に具備する内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の実施形態の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法は、第１の主面と前記第１の
主面と対向する第２の主面とを有する配線板と、光信号を発光する発光部または光信号を
受光する受光部を有する光素子と、を作製する工程と、前記配線板の前記第１の主面に前
記光素子を実装する実装工程と、前記発光部または前記受光部の直下の、前記配線板の前
記第２の主面に光ファイバを接着する光ファイバ接着工程と、前記光ファイバに光軸方向
に対して傾斜している傾斜面のある切り欠きを形成し、前記光素子と前記光ファイバとを
前記傾斜面を反射面として光結合する切り欠き形成工程と、を具備する内視鏡用光伝送モ
ジュールの製造方法であって、前記切り欠き形成工程の前に、前記配線板に実装された前
記光素子の実装角度および実装位置を測定する測定工程を更に具備し、前記測定工程で測
定された前記実装角度および前記実装位置をもとに、前記切り欠きの傾斜角および形成位
置が設定される。
【００１２】
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　別の実施形態の内視鏡は、第１の主面と前記第１の主面と対向する第２の主面とを有す
る配線板と、光信号を発光する発光部または光信号を受光する受光部を有する光素子と、
を作製する工程と、前記配線板の前記第１の主面に前記光素子を実装する実装工程と、前
記発光部または前記受光部の直下の、前記配線板の前記第２の主面に光ファイバを接着す
る光ファイバ接着工程と、前記光ファイバに光軸方向に対して傾斜している傾斜面のある
切り欠きを形成し、前記光素子と前記光ファイバとを前記傾斜面を反射面として光結合す
る切り欠き形成工程と、を具備する内視鏡用光伝送モジュールの製造方法であって、前記
切り欠き形成工程の前に、前記配線板に実装された前記光素子の実装角度および実装位置
を測定する測定工程を更に具備し、前記測定工程で測定された前記実装角度および前記実
装位置をもとに、前記切り欠きの傾斜角および形成位置が設定される内視鏡用光伝送モジ
ュールの製造方法により製造された内視鏡用光伝送モジュールを、挿入部の先端硬性部に
具備する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の実施形態によれば、製造が容易で伝送効率の高い内視鏡用光伝送モジュールの
製造方法、および、製造が容易で伝送効率の高い内視鏡用光伝送モジュールを挿入部の硬
性先端部に具備する内視鏡を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施形態の内視鏡用光伝送モジュールの斜視図である。
【図２】第１実施形態の内視鏡用光伝送モジュールの分解図である。
【図３】第１実施形態の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法を説明するためのフローチ
ャートである。
【図４】第１実施形態の内視鏡用光伝送モジュールの断面図である。
【図５】参考例の内視鏡用光伝送モジュールの断面図である。
【図６Ａ】第１実施形態の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法を説明するための断面図
である。
【図６Ｂ】第１実施形態の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法を説明するための断面図
である。
【図６Ｃ】第１実施形態の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法を説明するための断面図
である。
【図７】第１実施形態の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法を説明するための断面図で
ある。
【図８】第１実施形態の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法を説明するための断面図で
ある。
【図９】第２実施形態の内視鏡用光伝送モジュールの分解図である。
【図１０】第３実施形態の内視鏡の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
＜第１実施形態＞
　図１および図２に示すように、本実施形態の内視鏡用光伝送モジュール（以下、「光伝
送モジュール」という。）１は、光素子１０と、配線板２０と、光ファイバ３０と、ケー
ブル４０と、を含む。
【００１６】
　なお、図面は、いずれも模式的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、夫々の部分
の厚みの比率などは現実のものとは異なることに留意すべきであり、図面の相互間におい
ても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている場合がある。また、一部の構成
要素の図示を省略する場合がある。なお、図１等において、左側、すなわち、光ファイバ
３０の先端方向（Ｘ軸値増加方向）を「前」といい、光ファイバ３０に対する光素子１０
の方向、すなわち、Ｚ軸値増加方向を「上」という。
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【００１７】
　後述するように、光伝送モジュール１は内視鏡９の挿入部９Ｂの先端硬性部９Ａに配設
される（図１０参照）。内視鏡の低侵襲化のため光伝送モジュール１は細径で短小である
。光伝送モジュール１は、撮像素子が出力する撮像信号を光信号に変換し、光信号は光フ
ァイバ３０を介して導光される。
【００１８】
　光伝送モジュール１の光素子１０は、例えば、主面である発光面１０ＳＡに光信号の光
を発光する発光部１１を有する、ＶＣＳＥＬ（Vertical Cavity Surface Emitting LASER
：垂直共振器面発光レーザー）型の発光素子である。例えば、平面視寸法が２５０μｍ×
３００μｍと超小型の光素子１０は、直径が２０μｍの発光部１１と、発光部１１に撮像
素子（不図示）からの撮像信号（駆動信号）を入力するための接続端子である接合用バン
プ１２と、を発光面１０ＳＡに有する。光素子１０は発光面１０ＳＡに垂直方向の光軸Ｏ
１に沿って光を出射する。
【００１９】
　接合用バンプ１２は、高さが１０μｍから１００μｍで、例えば、金または半田等なる
、スタッドバンプ、めっきバンプまたはボールバンプ等である。
【００２０】
　配線板２０は、第１の主面２０ＳＡと第１の主面２０ＳＡと対向している第２の主面２
０ＳＢとを有する。配線板２０は、ポリイミド等を基体とする、ＦＰＣ（Flexible print
ed circuits）である。
【００２１】
　配線板２０の第１の主面２０ＳＡには光素子１０の接合用バンプ１２と接合されている
電極２１およびケーブル４０が接合されている電極２２が配設されている。光素子１０と
配線板２０との間には、図示しないが、アンダーフィル材やサイドフィル材等が封止部材
として注入されている。電極２１と電極２２とは、図示しない配線等を介して電気的に接
続されている。また、第１の主面２０ＳＡには図示しない電極（不図示）を介してチップ
コンデンサまたは駆動ＩＣ等の電子部品１９が実装されている。
【００２２】
　配線板２０には光路となる貫通孔Ｈ２０が形成されている。貫通孔Ｈ２０と電極２１と
の相対位置は、光素子１０の発光部１１と接合用バンプ１２との相対位置と同じに設計さ
れている。このため、配線板２０の電極２１に光素子１０の接合用バンプ１２が理想的に
接合されると、光素子１０の発光部１１の直下に貫通孔Ｈ２０がある。
【００２３】
　光ファイバ３０は、外周面が配線板２０の第２の主面２０ＳＢに当接している状態で接
着剤４５により配線板２０に接着されている。このため、光ファイバ３０の光軸Ｏ２は、
配線板２０の第２の主面２０ＳＢ（第１の主面２０ＳＡ）と平行である。
【００２４】
　断面が円形の光ファイバ３０は、例えば、アライメントが容易なMMF（Multi Mode Fibe
r）であり、光を伝送するコア３１は直径５０μｍ、コア３１の外周を覆うクラッド３２
は直径１２５μｍである。例えば、コア３１は屈折率１．５０～１．６０であり、クラッ
ド３２よりも屈折率が０．０１以上大きい。
【００２５】
　光ファイバ３０には、光軸Ｏ２方向に対して傾斜している傾斜面３０Ｓのある切り欠き
Ｃ３０が形成されている。
【００２６】
　後述するように、光伝送モジュール１では光ファイバ３０の傾斜面３０Ｓの角度および
形成位置は、光素子１０と配線板２０との相対位置関係、すなわち、光素子１０の実装状
態に基づいて設定されている。すなわち、切り欠きＣ３０は、光素子１０と光ファイバ３
０とが、傾斜面３０Ｓを反射面として効率良く光結合するように形成されている。
【００２７】
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　光素子１０の実装状態が理想的な状態、すなわち、光素子１０の発光面１０ＳＡと配線
板２０の第１の主面とが平行で、かつ、光素子１０の発光部１１の直下に配線板２０の貫
通孔Ｈ２０の中心が位置しているときの、実装角度θｊは０度で、実装位置（ｘｊ、ｙｊ
）は貫通孔Ｈ２０の中心を原点とするＸＹ座標系において、（０、０）である。
【００２８】
　すなわち、実装状態が理想的な状態の場合、切り欠きＣ３０は傾斜角θｃ＝４５度であ
り、コア３１の中心（光軸Ｏ２）と公差する点で定義される切り欠きＣ３０の形成位置（
ｘｃ、ｙｃ）が（０、０）である。
【００２９】
　これに対して、例えば、実装角度θｊが０度ではない場合には、切り欠きＣ３０の傾斜
角θｃおよび形成位置（ｘｃ）は、光素子１０と光ファイバ３０とが、傾斜面３０Ｓを反
射面として効率良く光結合するように設定される。
【００３０】
　なお、傾斜面３０Ｓに反射膜が配設されていたり、切り欠きＣ３０が樹脂等で充填され
ていたりしてもよい。例えば、スパッタ法により反射率の高い、金またはアルミニウム等
からなる反射膜を配設することで、より効率良く、光を反射できる。
【００３１】
　また、光伝送モジュール１は、光ファイバ３０の端部を含めて全体が遮光樹脂で覆われ
ていてもよい。遮光樹脂により、光素子１０からの漏光が防止されるとともに、傾斜面３
０Ｓも遮光樹脂に覆われるため反射効率が改善する。
【００３２】
　光伝送モジュール１は光ファイバを固定したり位置決めしたりするためのフェルール（
保持部材）を含んでいないため細径である。また、光素子１０の配線板２０への実装状態
が製造誤差により変化しても、光素子１０と光ファイバ３０とは、傾斜面３０Ｓを反射面
として効率良く光結合するように切り欠きＣ３０が形成されている。このため、光伝送モ
ジュール１は製造が容易で伝送効率が高い。
【００３３】
　なお、光素子はフォトダイオード（ＰＤ）等の受光素子であってもよい。例えば、フォ
トダイオードからなる光素子は、主面である受光面に対して垂直方向から入射した光を電
気信号に変換して出力する。例えば、平面視寸法が３５０μｍ×３００μｍと超小型の受
光素子は、直径が５０μｍの受光部と、受光部と電気的に接続された受信電気信号を出力
するための接続端子と、を受光面に有する。
【００３４】
　光素子が受光素子の光伝送モジュールであっても、光伝送モジュール１と同じように細
径で、かつ、製造が容易であることは言うまでも無い。
【００３５】
　すなわち、実施形態の光伝送モジュールは、光信号を発光する発光部、または、光信号
を受光する受光部を有する光素子と、第１の主面と前記第１の主面と対向する第２の主面
とを有し、前記第１の主面に前記光素子が実装されている配線板と、前記配線板の前記第
２の主面に接着された、光軸方向に対して傾斜している傾斜面のある切り欠きの前記傾斜
面を反射面として、前記光素子と光結合している光ファイバと、を具備し、前記切り欠き
が、前記光素子の実装角度および実装位置に応じて設定された傾斜角および形成位置に形
成されている。
【００３６】
＜光伝送モジュールの製造方法＞
　次に図３に示すフローチャートに沿って光伝送モジュールの製造方法を説明する。
【００３７】
＜ステップＳ１０＞
　　第１の主面２０ＳＡと第１の主面２０ＳＡと対向する第２の主面２０ＳＢとを有する
配線板２０、および、光信号を発光する発光部１１を有する光素子１０が作製される。
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【００３８】
　配線板２０は、ポリイミド等を基板とするＦＰＣであるが、基板は、樹脂基板、セラミ
ック基板、ガラスエポキシ基板、ガラス基板、または、シリコン基板等でもよい。ただし
、配線板２０は、小型化およびフレキシブル性の観点から、ＦＰＣ基板が好ましい。また
、配線板２０には光路となる貫通孔Ｈ２０が形成される。なお、配線板の透光率が高い場
合、例えば、ポリイミドを基体とするＦＰＣの場合には、貫通孔は形成されなくともよい
。
【００３９】
　光素子１０は、公知の半導体製造技術により、ウエハ状態で多数個が一括製造され、個
片化される。光素子１０の発光面１０ＳＡには、例えば、２個または４個の接合用バンプ
１２が、発光部１１を中心とする回転対称位置に配設されている。
【００４０】
＜ステップＳ１１＞実装工程
　配線板２０の第１の主面２０ＳＡに光素子１０が実装される。すなわち、配線板２０の
電極２１に光素子１０の接合用バンプ１２が接合される。接合は、超音波接合または、半
田接合により行われる。
【００４１】
＜ステップＳ１２＞光ファイバ接着工程
　発光部１１の直下の配線板２０の第２の主面２０ＳＢに、光ファイバ３０が、例えば透
明な紫外線硬化型樹脂からなる接着剤４５を介して接着される。すなわち、円柱状の光フ
ァイバが配線板２０の第２の主面２０ＳＢに当接した状態で接着剤４５を介して接着され
る。このとき、発光部１１の直下に、光ファイバ３０のコア３１の中心、すなわち、光フ
ァイバ３０の光軸Ｏ２が位置するように光ファイバ３０が位置決めされて接着される。
【００４２】
＜ステップＳ１３＞測定工程
　配線板２０に実装された光素子１０の実装角度θｊおよび実装位置（ｘｊ、ｙｊ）、言
い替えれば光素子１０の発光した光信号の光軸Ｏ１の方向および位置が測定される。
【００４３】
　図４に示す様に、実装工程が理想的に行われると、光素子１０の発光面１０ＳＡは、配
線板２０の第１の主面２０ＳＡ（第２の主面２０ＳＢ）と平行である（θｊ＝０）。かつ
、光素子１０の発光部１１の中心の直下に、配線板２０の貫通孔Ｈ２０の中心が位置する
（（ｘｊ、ｙｊ）＝（０、０））。
【００４４】
　このため、光ファイバ３０に、傾斜角度θｃが４５度で、形成位置（ｘｃ、ｙｃ）＝（
０、０）の傾斜面３０Ｓのある切り欠きＣ３０を形成すると、光素子１０の光軸Ｏ１と光
ファイバ３０の光軸Ｏ２とは効率良く光結合する。
【００４５】
　しかし、極めて小さな光素子１０を正確に配線板２０に実装することは容易ではない。
例えば、図５に示す様に、参考例の光伝送モジュールでは、光素子１０の発光面１０ＳＡ
が、光ファイバ３０の光軸方向（Ｘ方向）に傾いて実装されることがある（実装角度θｊ
ｘ≠０）。すると、光素子１０の光軸Ｏ１は、光ファイバ３０の光軸Ｏ２に対して直交し
ない。このため、傾斜角度θが４５度の傾斜面３０Ｓのある切り欠きＣ３０を形成すると
、傾斜面３０Ｓで反射された光の光軸はＯＡ１となり、光ファイバ３０の光軸Ｏ２とは一
致しない。すなわち、光素子１０と光ファイバ３０とは効率良く光結合できないため、参
考例の光伝送モジュールでは伝送効率が低下する。
【００４６】
　同様に、光素子１０の発光面１０ＳＡが、光ファイバ３０の光軸直交方向（Ｙ方向）に
傾いて実装されることがある（実装角度θｊｙ≠０）。
【００４７】
　なお、光ファイバ３０を配線板２０に接着するときに、発光部１１の直下に、光ファイ
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バ３０のコア３１の中心、すなわち、光ファイバ３０の光軸Ｏ２が位置するように光ファ
イバ３０が接着されている。すなわち、光素子１０の光ファイバ３０の光軸Ｏ２に直交す
る方向（Ｙ方向）の位置決めは、光ファイバ３０を配線板２０に接着するときに行われて
いる。すなわち、光素子１０の実装時にＹ方向のずれが生じていても、（ｙｊ＝０）とな
っている。
【００４８】
　実施形態の光伝送モジュールの製造方法では、配線板２０に実装された光素子１０の実
装角度θｊおよび実装位置（ｘｊ、ｙｊ）を測定する測定工程を具備する。
【００４９】
　例えば、３次元計測装置により、直方体の光素子１０の発光面１０ＳＡと対向する裏面
１０ＳＢの４つの角部の位置（ＸＹＺ座標）が計測される。これにより、光素子１０の実
装角度（θｊｘ、θｊｙ）および実装位置（ｘｊ、ｙｊ）が算出される。そして実装角度
（θｊｘ、θｊｙ）および実装位置（ｘｊ、ｙｊ）に応じて、形成する切り欠きＣ３０の
形成位置（ｘｃ、ｙｃ）および傾斜面３０Ｓの傾斜角度θｃが決められる。
【００５０】
　以下、実装角度θｊｘ≠０、実装位置（ｘｊ、ｙｊ）＝（０、０）の場合を例に、説明
する。図６Ａに示す様に、光素子１０の実装角度θｊｘから光素子１０の光軸Ｏ１と、光
ファイバ３０の光軸Ｏ２との交点Ｘが決められる。次に図６Ｂに示す様に、光軸Ｏ１と光
軸Ｏ２とがなす角度を２等分する線Ｌ１が算出され、さらに線Ｌ１に直交する線Ｌ２が算
出される。
【００５１】
　実装角度θｊｘ＝０、実装位置ｘｊ≠０、ｙｊ＝０の場合には、切り欠きＣ３０の傾斜
角度θｃ＝４５度で形成位置ｘｃを設定するだけで光、素子１０と光ファイバ３０とは効
率良く光結合できる。
【００５２】
　なお、実装角度θｊｙ≠０の場合、または、光ファイバ３０を配線板２０に接着すると
きに（ｙｊ≠０）の場合であっても、同様に、切り欠きＣ３０の形成位置（ｘｃ、ｙｃ）
および傾斜面３０Ｓの傾斜角度θｃを選択することにより、光ファイバ３０と光素子１０
とを、出来る限り効率良く光結合させることができる。
【００５３】
＜ステップＳ１４＞切り欠き形成工程
　図６Ｃに示す様に、線Ｌ２を含む面を傾斜面３０Ｓとする切り欠きＣ３０が形成される
。例えば、エキシマレーザ装置を用いたレーザー加工法またはダイシングブレートを用い
た機械加工法により、切り欠きＣ３０が形成される。
【００５４】
　切り欠きＣ３０は、光素子が理想的に実装された場合の破線で示した切り欠き（実装角
度θxc0、実装位置ｘｃ0）とは、傾斜角度および形成位置が異なる。そして、線Ｌ２を含
む面を反射面とする切り欠きＣ３０　（実装角度θxｃ、実装位置ｘｃ）により光軸Ｏ１
と光軸Ｏ２とは効率的に光結合する。
【００５５】
　なお、実装角度（θｊｘ、θｊｙ）および実装位置（ｘｊ、ｙｊ）に応じて、その都度
、切り欠きの傾斜角度（θｃ）および形成位置（ｘｃ、ｘｙ）を算出しても良いが、予め
、発生しやすい複数の実装状態の場合に、光軸Ｏ１と光軸Ｏ２とを効率的に光結合するた
めの切り欠きの傾斜角度および形成位置を算出し記憶しておいてもよい。
【００５６】
　以上の説明のように、本実施形態の製造方法によれば、伝送効率のよい光伝送モジュー
ルを容易に製造できる。
【００５７】
　なお、図７に示す様に、光伝送モジュール１Ａでは、光素子１０の実装および光ファイ
バ３０の接着による応力によって、可撓性の配線板２０は下方向（光ファイバ方向）に湾
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曲変形することがある。
【００５８】
　ダイシングブレート５０を用いた機械加工法により切り欠きＣ３０を形成する場合に、
配線板２０が変形していると、深い切り欠きＣ３０を形成することができない場合がある
。すなわち、ダイシングブレート５０が配線板２０と接触してしまうおそれがある。
【００５９】
　しかし、切り欠きＣ３０は、光ファイバ３０を完全に切断する必要は無く、傾斜面に、
少なくともコア３１が露出していればよい。このため、配線板２０が変形していても、切
り欠きＣ３０を形成することは容易である。
【００６０】
　なお、配線板２０の変形が非常に大きい場合には、ダイシングブレートを用いた機械加
工法では傾斜面にコア３１の全体が露出している切り欠きを形成できない場合もある。こ
の場合には、図８に示す様に、光伝送モジュール１Ｂではレーザー加工法により切り欠き
を形成することができる。レーザー加工法では、光ファイバ３０の下側（配線板と反対側
）からレーザーを照射するため、配線板２０が大きく湾曲変形していても加工に影響を及
ぼすことはない。
【００６１】
＜第２実施形態＞
　次に第２実施形態の変形例の光伝送モジュール１Ｃおよび光伝送モジュール１Ｃの製造
方法について説明する。光伝送モジュール１Ｃ等は、光伝送モジュール１等と類似してい
るので同じ構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。
【００６２】
　図９に示すように、光伝送モジュール１Ｃでは、２本の光ファイバ３０Ａ、３０Ｂが配
線板２０Ｂに接着されている。そして、２個の光素子１０Ａ、１０Ｂが配線板２０に実装
されている。
【００６３】
　光素子１０Ａは発光素子であり、光素子１０Ｂは受光素子である。光伝送モジュール１
Ｂは撮像信号を光信号に変換するとともに、撮像素子を駆動するために光伝送された例え
ばクロック光信号を電気光信号に変換する。または配線板２０Ｃは光透過性を有するため
、光路とするための貫通孔は形成されていない。
【００６４】
　光伝送モジュール１Ｃでは、光素子１０Ａおよび光素子１０Ｂの実装状態（実装角度お
よび実装位置）が、それぞれ測定され、それぞれの切欠きの傾斜角および形成位置が、光
素子１０Ａ、１０Ｂのそれぞれの実装角度および実装位置をもとに決定される。
【００６５】
　なお、光伝送モジュール１Ｃでは、光素子１０Ａおよび光素子１０Ｂの実装角度および
実装位置が異なるため、切欠きＣ３０Ａ、Ｃ３０Ｂは傾斜角および形成位置が異なる。こ
のため、切欠きＣ３０Ａ、Ｃ３０Ｂはレーザー加工法により形成することが好ましい。
【００６６】
　なお、複数の光素子を有する光伝送モジュール（光伝送モジュールの製造方法）であれ
ば、複数の発光素子または複数の受光素子を有していても、光伝送モジュール１Ｃ（光伝
送モジュール１Ｃの製造方法）と同様の構成により、光伝送モジュール１Ｃと同じ効果を
有することは明らかである。
【００６７】
＜第３実施形態＞
　次に、第３の実施の形態の内視鏡９について説明する。
【００６８】
　図１０に示すように、内視鏡９は、光伝送モジュール１が硬性先端部９Ａに配設された
挿入部９Ｂと、挿入部９Ｂの基端側に配設された操作部９Ｃと、操作部９Ｃから延出する
ユニバーサルコード９Ｄと、を含む。なお、硬性先端部９Ａに配設された光伝送モジュー
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操作部９Ｃに配設された光伝送モジュール１Ｘにより電気信号に変換される。
【００６９】
　内視鏡９は、細径の光伝送モジュール１を有するため硬性先端部９Ａが細径である。さ
らに、内視鏡９は、光伝送モジュール１を有するため製造が容易で伝送効率が良い。
【００７０】
　光伝送モジュール１Ａ～１Ｃ等を先端硬性部に具備する内視鏡が、内視鏡９と同じ効果
を有することは言うまでもない。
【００７１】
　本発明は、上述した実施形態および変形例等に限定されるものではなく、発明の趣旨を
逸脱しない範囲内において種々の変更、組み合わせおよび応用が可能である。
【符号の説明】
【００７２】
１、１Ａ～１Ｃ・・・内視鏡用光伝送モジュール
９・・・内視鏡
９Ａ・・・硬性先端部
１０・・・光素子
２０・・・配線板
３０・・・光ファイバ
３９・・・接着剤
４０・・・ケーブル

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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【図８】

【図９】

【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月15日(2017.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の主面と前記第１の主面と対向する第２の主面とを有する配線板と、光信号を発光
する発光部または光信号を受光する受光部を有する光素子と、を作製する工程と、
　前記配線板の前記第１の主面に前記光素子を実装する実装工程と、
　前記発光部または前記受光部の直下の、前記配線板の前記第２の主面に光ファイバを接
着する光ファイバ接着工程と、
　前記光ファイバに光軸方向に対して傾斜している傾斜面のある切り欠きを形成し、前記
光素子と前記光ファイバとを前記傾斜面を反射面として光結合する切り欠き形成工程と、
を具備する内視鏡用光伝送モジュールの製造方法であって、
　前記切り欠き形成工程の前に、前記配線板に実装された前記光素子の実装角度および実
装位置を測定する測定工程を更に具備し、
　前記測定工程で測定された前記実装角度および前記実装位置をもとに、前記切り欠きの
傾斜角および形成位置が設定されることを特徴とする内視鏡用光伝送モジュールの製造方
法。
【請求項２】
　前記光ファイバは複数本が前記配線板に接着され、かつ、前記光素子も、前記光ファイ
バの本数と同数が前記配線板に実装され、
　前記測定工程において、複数の光素子のそれぞれの前記実装角度および前記実装位置が
測定され、
　前記切り欠き形成工程において、それぞれの切欠きの前記傾斜角および前記形成位置が
、前記複数の光素子のそれぞれの前記実装角度および前記実装位置をもとに決定されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法。
【請求項３】
　前記複数の光素子が、発光素子および受光素子であることを特徴とする請求項２に記載
の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法。
【請求項４】
　前記切り欠きが、レーザー加工法により形成されることを特徴とする請求項２または請
求項３に記載の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法。
【請求項５】
　前記切り欠きが、機械加工法により形成されることを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡用光伝送モジュールの製造方法。
【請求項６】
　前記切り欠きの前記傾斜角が、４５度ではないことを特徴とする請求項１から請求項５
のいずれか１項に記載の内視鏡用光伝送モジュールの製造方法。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の製造方法により製造された前記内視鏡用
光伝送モジュールを、挿入部の先端硬性部に具備することを特徴とする内視鏡。
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摘要(译)

内窥镜光学传输模块1的制造方法包括制造布线板20和光学元件10的步
骤，将光学元件10安装在布线板20的第一主表面20SA上的安装步骤，布
线板如图20所示，在光纤30中形成具有倾斜表面30S的凹口C 30，并且
光学元件10和光纤30被倾斜表面30 S反射。光纤30接合到光纤30的第二
主表面20 SB，以及在切口形成步骤之前测量安装在布线板20上的光学
元件10的安装角度和安装位置的测量步骤，并且还包括测量步骤，切口
C 30的倾斜角度和形成位置基于安装角度和测量的安装位置来设定
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